
鹿 児 島 地 区 合 併 協 議 会 だ よ り（ ） 平成 年（ 年） 月 日 （ ）

平
成

年
度
の
事
業
計
画
に

つ
い
て
（
原
案
の
と
お
り
決
定
）

（
会
議
の
開
催
）

協
議
会

概
ね
月

回

幹
事
会

月

回

専
門
部
会

随
時
開
催

（
市
町
村
建
設
計
画
）

市
町
村
建
設
計
画
を
作
成
し
ま

す
。

（

月
と

月
ご
ろ
に
各
市
町

が
そ
れ
ぞ
れ
住
民
意
見
交
換

会
・
住
民
説
明
会
を
開
催
し
、

住
民
の
方
々
の
意
見
等
も
参
考

に
し
な
が
ら
作
成
し
ま
す
。）

（
協
定
項
目
）

協
定
項
目
（

項
目
）
の
協
議
、

調
整
を
行
い
ま
す
。

（
住
民
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供
）

合
併
協
議
会
で
の
協
議
内
容
や

合
併
関
係
資
料
等
を
広
く
住
民

に
情
報
提
供
し
ま
す
。

合
併
協
議
会
だ
よ
り
を

市

町
の
全
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。

合
併
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
随
時
更
新
し
ま
す
。

（

市

町
の
電
算
シ
ス
テ
ム
の
調

査
）

市

町
の
異
な
っ
た
電
算
シ

ス
テ
ム
を
統
合
・
改
修
す
る
た

め
の
基
本
方
針
を
策
定
し
ま

す
。

（
そ
の
他
）

国
、県
と
の
調
整
の
ほ
か
、
必

要
な
事
業
を
適
宜
実
施
し
ま

す
。

平
成

年
度
の
予
算
に
つ

い
て
（
原
案
の
と
お
り
決
定
）

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

万
円
に
決
ま
り
ま
し
た
。

歳
出
の
主
な
も
の

合
併
協
議
会
の
開
催
や
広
報

紙
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ

る
広
報
の
た
め
の
経
費万

千
円

電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
の
た
め
の

調
査
費
な
ど

万

千
円

事
務
局
運
営
の
た
め
の
経
費

万

千
円

歳
出
の
主
な
も
の

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方

針
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

【
目
的
】

市

町
の
行
政
は
、
こ
れ

ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
構

築
、
運
営
さ
れ
て
き
て
お
り
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
や
負
担
水
準
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

市

町
が
合
併
す
る
と
す

れ
ば
、
各
市
町
で
実
施
し
て
い

る
行
政
制
度
や
事
務
事
業
等

は
、
住
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

な
ど
に
つ
い
て
配
慮
し
な
が

ら
、
一
本
化
の
調
整
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
合
併
協
定
項

目
の
調
整
方
針
を
定
め
る
も
の

で
す
。

【
基
本
原
則
】

市

町
の
行
政
制
度
等
の

調
整
に
あ
た
っ
て
は
、
合
併
後

の
市
の
将
来
像
を
展
望
す
る
と

と
も
に
、
合
併
後
に
お
け
る
速

や
か
な
一
体
性
の
確
保
を
図
り

ま
す
。

調
整
に
あ
た
っ
て
は
、
住
民

生
活
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
効
率
的
な
行
財
政
の
運
営

に
留
意
し
ま
す
。

【
調
整
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
】

鹿
児
島
市
の
行
政
制
度
等

【
目
的
】

市

町
の
行
政
は
、
こ
れ

ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
構

築
、
運
営
さ
れ
て
き
て
お
り
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
や
負
担
水
準
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

市

町
が
合
併
す
る
と
す

れ
ば
、
各
市
町
で
実
施
し
て
い

る
行
政
制
度
や
事
務
事
業
等

は
、
住
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

な
ど
に
つ
い
て
配
慮
し
な
が

ら
、
一
本
化
の
調
整
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
合
併
協
定
項

目
の
調
整
方
針
を
定
め
る
も
の

で
す
。

【
目
的
】

市

町
の
行
政
は
、
こ
れ

ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
構

築
、
運
営
さ
れ
て
き
て
お
り
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
や
負
担
水
準
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

市

町
が
合
併
す
る
と
す

れ
ば
、
各
市
町
で
実
施
し
て
い

る
行
政
制
度
や
事
務
事
業
等

は
、
住
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

な
ど
に
つ
い
て
配
慮
し
な
が

ら
、
一
本
化
の
調
整
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
合
併
協
定
項

目
の
調
整
方
針
を
定
め
る
も
の

で
す
。

は
、
合
併
後
の
市
に
お
い
て
も

原
則
と
し
て
存
続
し
ま
す
が
、

市

町
間
で
補
助
率
や
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
る
も
の
の
調

整
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島
市
の

制
度
を
基
本
に
検
討
し
ま
す
。

町
に
お
い
て
各
町
が
単
独

又
は
複
数
の
町
で
実
施
し
て
い

る
行
政
制
度
等
に
つ
い
て
は
、

そ
の
有
効
性
並
び
に
財
政
に
及

ぼ
す
影
響
等
を
勘
案
し
て
調
整

し
ま
す
。

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
議
員
の

身
分
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、

ま
ず

市

町
の
議
会
に
お
い
て

方
針
案
を
協
議
し
て
も
ら
い
、
改

め
て
議
案
と
し
て
合
併
協
議
会
に

提
案
し
て
協
議
す
る
も
の
で
す
。

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定

数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ

い
て（継

続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
た
農
業
委

員
の
身
分
に
か
か
わ
る
問
題
で

あ
り
、
ま
ず

市

町
の
農
業

委
員
会
に
お
い
て
方
針
案
を
協

議
し
て
も
ら
い
、
改
め
て
議
案

と
し
て
合
併
協
議
会
に
提
案
し

て
協
議
す
る
も
の
で
す
。

一
般
職
の
職
員
の
取
扱
い

に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

合
併
が
実
現
す
る
と

町
の
法

人
格
は
消
滅
し
ま
す
が
、
合
併

特
例
法
で
は

町
の
一
般
職
の

職
員
は
引
き
続
き
合
併
後
の
市

の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有

す
る
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取

扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

町
の
組
織
機
構
は
鹿
児
島
市

の
組
織
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
り
、
現
在
の

町
の

役
場
は
鹿
児
島
市
の
支
所
と
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
支
所
の
組
織
は
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
に
急
激
な
変
化
を
来

す
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
ま

す
。ま

た
、

町
の
附
属
機
関
は
廃

止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

事
務
事
業
の
調
整
協
議
の
結
果
、

必
要
と
な
る
附
属
機
関
に
つ
い

て
は
、
新
た
に
鹿
児
島
市
の
附

属
機
関
と
し
て
設
置
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

町
の
条
例
、
規
則
等
は
失
効

し
、
基
本
的
に
は
鹿
児
島
市
の

条
例
、
規
則
等
を
適
用
し
ま
す
。

ま
た
、
市
の
区
域
等
が
拡
大
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
一
部
改
正
等

が
必
要
な
も
の
は
所
要
の
改
正

を
行
い
、
市
に
な
い
制
度
で
事

務
事
業
の
調
整
で
実
施
す
る
こ

と
に
な
る
制
度
等
は
、
新
た
に

市
の
条
例
、
規
則
等
と
し
て
制

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

鹿児島地区は編入合併のため、編入される町（ 町）の議員は町の法人格が消滅す
るため失職することになりますが、合併特例法では、激変緩和措置として、合併後の
議員の定数や在任期間について下記のような特例措置を定めています。
．定数特例による場合
合併後、編入される町ごとの区域において、増員選挙により選出された議員は、編
入をする鹿児島市の議員の残任期間だけ在任できます。

（合併特例法第 条第 項適用 定数特例）
さらに、合併後最初に行われる一般選挙においてもこの特例定数を採ることができ
ます。 （合併特例法第 条第 項、第 項適用 定数特例 定数特例）

増員数 編入をする鹿児島市の議員定数（ 人） 〔編入される町の人口 編入を
する鹿児島市の人口（ 人）〕 各町から 人

【人口は平成 年国勢調査による】
．在任特例による場合
編入される町の議員は、編入をする鹿児島市の議員の残任期間だけ在任できます。

（合併特例法第 条第 項第 号適用 在任特例）
さらに、合併後最初の一般選挙において、編入された旧町ごとの区域で選挙区を設
け編入合併特例定数による定数増を行うことができます。

（合併特例法第 条第 項第 号、第 項適用 在任特例 定数特例）

合併すると議会議員の定数と任期はどうなるの…合併すると議会議員の定数と任期はどうなるの…

市 町 名
負 担 金

協議会運営費 電算システム調査費 合 計

鹿児島市 円 円 円
吉 田 町 円 円 円
桜 島 町 円 円 円
喜 入 町 円 円 円
松 元 町 円 円 円
郡 山 町 円 円 円

市 町 名
負 担 金

協議会運営費 電算システム調査費 合 計

鹿児島市 円 円 円
吉 田 町 円 円 円
桜 島 町 円 円 円
喜 入 町 円 円 円
松 元 町 円 円 円
郡 山 町 円 円 円

市 町の負担金 万 千円の内訳

【調整の基本的区分】

市 町のこれまでのまちづくりの歴史に配慮
し、合併後も現行どおり存続させるもの、一元化
を図るもの又は廃止するものに区分します。
一元化を図るものは、統合又は再編に区分します。

市 町の
行政制度等
市 町の
行政制度等

現行どおり現行どおり

一 元 化一 元 化

廃 止廃 止

統 合統 合

再 編再 編

平成 年 月 日（金）、鹿児島市民文化ホール 階市民ホールにおいて、第 回鹿児島地区合併協議会が
開催され、新たな委員 人の紹介のあと協議に入りました。
第 回協議会に提案され継続協議となっていた議案 件はすべて原案のとおり決定されたほか、今回新た
に提案された 議案のうち、平成 年度の歳入歳出決算については山元貞明監査委員（鹿児島市代表監査委
員）から監査結果の報告があり、原案のとおり認定され、市町村建設計画素案や町名・字名の取扱いなど
件は継続協議となりました。
また、第 回協議会を 月 日（月）午後 時から かごしま市民福祉プラザ 階大会議室 で開催する予
定であることが報告されました。

第

回
協
議
会
で
継
続
協
議

と
な
っ
て
い
た

議
案
は
す

べ
て
原
案
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
。

（
議
案
の
詳
細
は

面
を
参
照
）

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針

に
つ
い
て

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い

て一
般
職
の
職
員
の
取
扱
い
に

つ
い
て

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱

い
に
つ
い
て

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

平
成

年
度
鹿
児
島
地
区

合
併
協
議
会
歳
入
歳
出
決

算
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

万

円
に

対
し
て
、
歳
出
決
算
額
は

万

円
と
な
り
、
差
引
残

額

万

円
を

年

度
へ
繰
り
越
す
も
の
で
す
。

（
原
案
の
と
お
り
認
定
）

歳
出
の
主
な
も
の

協
議
会
開
催
に
伴
う
委
員
報
酬

や
会
議
室
使
用
料
な
ど

万

円

協
議
会
だ
よ
り
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
よ
る
広
報
の
経
費
な

ど

万

円

事
務
局
運
営
の
た
め
の
経
費
な

ど

万

円

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針

に
つ
い
て

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い

て一
般
職
の
職
員
の
取
扱
い
に

つ
い
て

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱

い
に
つ
い
て

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針

に
つ
い
て

議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い

て一
般
職
の
職
員
の
取
扱
い
に

つ
い
て

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱

い
に
つ
い
て

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

歳
出
の
主
な
も
の

合
併
後
の

年
、

年
先
の
世
代
の
こ
と
を
考
え

現
状
の
大
字
を

と
す
る

調
整
方
針
案
を
提
案

町町町町町町町町町町町町町町
名名名名名名名名名名名名名名
町
名

市
町
村
建
設
計
画
素
案
に

つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

こ
の
市
町
村
建
設
計
画
素
案
は

市
町
村
建
設
計
画
案

作
成
の

基
礎
に
な
る
も
の
で
、
現
在
、
具

体
的
な
施
策
・
事
業
等
に
つ
い
て

は
専
門
部
会
等
に
お
い
て
検
討
を

進
め
て
い
ま
す
。

月
ご
ろ
に
予
定
し
て
い
る
意

見
交
換
会
等
の
中
で
、こ
の
素
案
に

対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見

等
を
頂
き
、建
設
計
画
案
の
作
成
に

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

意
見
現
在
の
鹿
児
島
市
の
第
四

次
総
合
計
画
に

町
の
意
見
を
十

分
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
建
設
計
画

を
作
成
し
て
ほ
し
い
。

計
画
策
定
方
針
の
中
で
は
、

町
の
各
総
合
振
興
計
画
を
継
承
す

る
と
と
も
に
、第
四
次
鹿
児
島
市
総

合
計
画
を
踏
ま
え

る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
総
合（
振

興
）計
画
が
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、

市

町
の
住
民

の
方
々
の
意
向
を
参
考
に
し
な
が

ら
計
画
を
策
定
し
て
い
き
ま
す
。

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に

つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

町
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
大

字
を
町
名
と
し
、
現
状
の
大
字
を

単
位
と
し
て
町
の
区
域
を
新
設
す

る
こ
と
を
基
本
に
調
整
す
る
も
の

で
す
。

【
調
整
の
基
本
的
考
え
方
】

合
併
後
の

年
、

年
先
の
世
代
の
こ
と
を
考
え

て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
垣
根

が
で
き
な
い
よ
う
に
、
合
併

時
点
で
新
鹿
児
島
市
と
し
て

の
一
体
化
を
図
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

鹿
児
島
市
に
現
存
す
る

町
に
つ
い
て
は
、
大
字

を
使
わ
な
い
方
針
で
住
所
の

表
示
を
し
て
お
り
、
鹿
児
島

市
と
同
じ
取
扱
い
と
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

町
名
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
地
番
は
ど
う
な
る
の
で
す

か
。字

名
が
町
名
に
な
り
ま
す
が
、

地
番
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

市
紋
章
、市
旗
、市
民
歌
、市
民

憲
章
及
び
市
木
市
花
に
つ
い
て

は
、現
在
の
鹿
児
島
市
の
も
の
を

用
い
、名
誉
市
民
に
つ
い
て
は
、鹿

児
島
市
の
制
度
に
統
合
す
る
も
の

で
す
。

財
産
及
び
公
の
施
設
の
取

扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

現
在

町
が
保
有
し
て
い
る
財

産
（
権
利
・
義
務
を
含
み
ま
す
）

と
公
の
施
設
は
、
編
入
合
併
に
よ

り
、
そ
の
帰
属
主
体
が
な
く
な
る

た
め
、
合
併
時
に
鹿
児
島
市
が
引

き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
も
の
で
す
。

合
併
時
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な

る
財
産
及
び
公
の
施
設
の
具
体
的

な
取
扱
い
は
、
今
後
の
各
種
事
務

事
業
の
調
整
協
議
の
結
果
に
よ
り

整
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。公

共
的
団
体
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

公
共
的
団
体
等
は
、
合
併
後
に

お
け
る
市
の
一
体
性
の
確
立
に
資

す
る
た
め
、
各
団
体
の
こ
れ
ま
で

の
経
緯
、
実
情
等
を
十
分
尊
重
し

な
が
ら
、
統
合
整
備
に
努
め
る
も

の
と
す
る
も
の
で
す
。

【
調
整
の
基
本
的
考
え
方
】

公
共
的
団
体
等
の
統
合
に

つ
い
て
は
、
各
団
体
の
自
主
性

を
尊
重
し
、
各
団
体
が
自
主
的

な
判
断
に
よ
り
統
合
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
も
の
と

し
、
自
治
体
と
し
て
は
、
で
き

る
だ
け
統
合
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
助
言
や
働
き
か
け
を
行
う
も

の
で
す
。

【
調
整
の
基
本
的
考
え
方
】

公
共
的
団
体
等
の
統
合
に

つ
い
て
は
、
各
団
体
の
自
主
性

を
尊
重
し
、
各
団
体
が
自
主
的

な
判
断
に
よ
り
統
合
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
も
の
と

し
、
自
治
体
と
し
て
は
、
で
き

る
だ
け
統
合
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
助
言
や
働
き
か
け
を
行
う
も

の
で
す
。

【
調
整
の
基
本
的
考
え
方
】

公
共
的
団
体
等
の
統
合
に

つ
い
て
は
、
各
団
体
の
自
主
性

を
尊
重
し
、
各
団
体
が
自
主
的

な
判
断
に
よ
り
統
合
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
も
の
と

し
、
自
治
体
と
し
て
は
、
で
き

る
だ
け
統
合
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
助
言
や
働
き
か
け
を
行
う
も

の
で
す
。

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い

て
（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

地
方
税
に
つ
い
て
は
、
鹿
児
島

市
の
制
度
に
統
合
す
る
も
の
と
し

ま
す
が
、
個
人
市
民
税
の
均
等
割

及
び
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
市

町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
第

条
第

項
の
規
定
に
よ
り

合
併
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年

度
及
び
こ
れ
に
続
く

か
年
度
に

限
り
不
均
一
課
税
と
す
る
も
の
で

す
。

【
個
人
市
（
町
）
民
税
】

不
均
一
課
税
制
度
を
適
用

し
、合
併
年
度
の

年
度
と

、

年
度
は
現
行
ど
お
り
（
市

円
、
町

円
）

と
し
、

年
度
か
ら
鹿
児
島
市

の
税
率
に
統
一
し
ま
す
。

【
事
業
所
税
】

事
業
所
税
は
、
資
産
割
及
び

従
業
者
割
の
税
率
に
つ
い
て
不

均
一
課
税
制
度
を
適
用
し
、
税

率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
（

年
度

資
産
割

円
・
従

業
者
割

・

％
、

年
度

資
産
割

円
・
従
業
者
割

・

％
）、

年
度
か
ら
鹿

児
島
市
の
税
率
（
資
産
割

円
・
従
業
者
割

・

％
）

に
統
一
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て

（
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た
）

賦
課
方
式
・
納
期
は
、
合
併
の

翌
年
度
か
ら
鹿
児
島
市
の
制
度
に

統
合
し
、
税
率
は
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第

条

第

項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
が

行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
に
限

り
、
不
均
一
課
税
と
す
る
も
の
で

す
。

【
納
税
・
徴
収
体
制
】

納
税
・
徴
収
体
制
は
、
合
併
後

年
を
め
ど
に
そ
の
整
備
を
図
り

ま
す
。

【
個
人
市
（
町
）
民
税
】

不
均
一
課
税
制
度
を
適
用

し
、合
併
年
度
の

年
度
と

、

年
度
は
現
行
ど
お
り
（
市

円
、
町

円
）

と
し
、

年
度
か
ら
鹿
児
島
市

の
税
率
に
統
一
し
ま
す
。

【
事
業
所
税
】

事
業
所
税
は
、
資
産
割
及
び

従
業
者
割
の
税
率
に
つ
い
て
不

均
一
課
税
制
度
を
適
用
し
、
税

率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
（

年
度

資
産
割

円
・
従

業
者
割

・

％
、

年
度

資
産
割

円
・
従
業
者
割

・

％
）、

年
度
か
ら
鹿

児
島
市
の
税
率
（
資
産
割

円
・
従
業
者
割

・

％
）

に
統
一
し
ま
す
。

協
議
会
規
約
第

条
第

項
に
規

定
す
る
協
議
会
委
員
と
し
て
、
次
の

方
々
が
新
た
に
委
員
と
な
ら
れ
ま
し

た
。議

長武

正

行（
桜
島
町
）

議
員
と
し
て
第

回
協
議
会
か
ら
参
加

議

員山

元

満（
桜
島
町
）

追

立

實さ
ね

意お
（
喜
入
町
）

柿

迫

重

己（
松
元
町
）

多

丸

良

一（
郡
山
町
）

学
識
経
験
者

北

野

昭

三

（
郡
山
町
公
民
館
運
営
連

絡
協
議
会
会
長
）

薗

田

哲

平

（
鹿
児
島
国
際
大
学
福
祉

社
会
学
部
学
生
）

第

回
協
議
会
か
ら
参
加

【
国
保
基
金
】

町
が
保
有
し
て
い
る
国
保
基

金
は
合
併
ま
で
に
廃
止
し
、
鹿
児

島
市
の
国
保
特
別
会
計
に
繰
り
入

れ
ま
す
。

協
議
さ
れ
た
こ
と

協
議
さ
れ
た
こ
と

新
た
な
委
員
の
紹
介

新
た
な
委
員
の
紹
介

意
見
桜
島
町
と
い
う
町
名
が
な

く
な
る
こ
と
は
、
先
祖
に
対
し
て

も
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
、
一
般

の
住
民
に
は
非
常
に
重
大
な
関
心

事
で
あ
る
の
で
、
字
名
に
桜
島
を

残
す
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

首
長
会
に
お
い
て
も
協
議
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
で

歴
史
・
文
化
が
あ
り
、
従
来
の
町

名
に
大
き
な
愛
着
と
郷
愁
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

桜
島
も
歴
史
的
な
も
の
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
協
議

し
今
回
提
案
し
た
も
の
で
す
。

協議会ではたくさんの意見や要請がなされました協議会ではたくさんの意見や要請がなされました


